
 

 

平成２４年９月３日 

 

復興特別所得税に関するお知らせ 

 

 

 

平成２３年１２月２日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の

確保に関する特別措置法」に基づき、平成２５年１月１日より平成４９年１２月３１日までの２５年間、預金・公共

債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対してかかる所得税額に２．１％の復興特別所得税が付加される

こととなりましたのでお知らせいたします。 

詳しくは、一般社団法人全国銀行協会の「復興特別所得税に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

「復興特別所得税に関するお知らせ」（PDF） 

以上 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 

ＳＢＪ銀行本店：〒１０５－６００９ 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 

    電 話：０３－６４０２－０２８１ 

    担 当：事務支援部 中村・内田 

http://www.sbjbank.co.jp/announcing/press/pdf/fukko.pdf

